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販
売
促
進
事
業

●
「
豊
穣
宝
船
」
の
奉
納

　

昨
年
十
一
月
十
六
日
・
十
七
日
、
今
年

度
初
め
て
穂
高
神
社
で
開
催
さ
れ
た
「
新

そ
ば
と
食
の
感
謝
祭
」へ
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
祭
り
で
は
、
安
曇
野
市
周
辺
で
生
産

さ
れ
た
農
産
物
（
米
、
野
菜
、
り
ん
ご
、

果
物
、加
工
品
）
を
販
売
す
る
と
と
も
に
、

安
曇
野
市
農
業
再
生
協
議
会
で
は
地
元
野

菜
等
を
Ｐ
Ｒ
す
る
手
段
と
し
て
「
豊
穣
宝

船
」
を
製
作
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
一
緒

に
安
曇
野
の
農
産
物
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。

　

こ
の
企
画
の
発
端
は
、
平
成
二
十
五
年

一
月
に
行
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
仕
事
始

め
企
画
「
五
穀
豊
穣
祈
願
」
を
出
発
点
と

し
て
、
春
先
の
凍
霜
被
害
・
夏
の
降
ひ
ょ

う
被
害
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
安
曇
野

の
大
地
で
た
く
さ
ん
の
農
産
物
が
収
穫
で

き
た
こ
と
に
感
謝
し
、
生
産
農
家
を
始
め

皆
さ
ん
と
大
地
の
恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と

を
目
的
に
豊
穣
宝
船
を
奉
納
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
農
産
物
を
応
援
す
る
妖
精
！

『
あ
づ
み
～
ず
』
と
一
緒
に
穂
高
神
社
境

内
を
練
り
歩
き
、
来
場
さ
れ
た
多
く
の

方
々
に
見
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
妖
精
た
ち

も
手
を
振
り
安
曇
野
の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
、

社
殿
前
で
は
参
拝
奉
納
の
儀
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
船
の
帆
柱
に
は
、「
豊
穣
」
と
「
農
」

の
文
字
が
あ
し
ら
わ
れ
、
生
産
農
家
の
気

持
ち
と
収
穫
へ
の
感
謝
が
込
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

最
終
日
二
日
目
に
は
、「
豊
穣
宝
船
」

の
野
菜
等
を
来
場
者
の
方
々
へ
無
料
配
布

し
、
約
二
〇
〇
人
の
方
が
笑
顔
で
持
ち
帰

り
ま
し
た
。

　

今
回
始
め
て
開
催
さ
れ
た
「
新
そ
ば
と

食
の
感
謝
祭
」
を
通
じ
、
市
内
で
事
業
を

営
む
方
々
と
連
携
し
、
こ
の
祭
り
を
盛
り

上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
今
後
は
、

こ
の
お
祭
り
を
一
層
盛
り
上
げ
る
た
め

に
、
現
在
企
画
中
の
「
農
林
業
祭
り
」
を

同
時
開
催
し
、
今
回
以
上
に
安
曇
野
の
農

産
物
の
Ｐ
Ｒ
へ
繋
が
る
よ
う
に
し
て
い
き

ま
す
。

▲北アルプスと代かき

▲社殿前で参拝奉納

▲キャラクターの曳航

▲奉納野菜配布前の長い行列
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生 

産 

振 

興 

事 

業

●
安
曇
野
市
内
の
耕
種
農
家
の
皆
様
へ

　

安
曇
野
市
三
郷
堆
肥
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費
税
の
増
税

等
も
あ
り
、
苦
渋
の
判
断
で
は
あ
り
ま
す
が
、
価
格
の
見

直
し
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
安
曇
野
市
内
へ
の
配
達
・
散
布
に
つ
い
て
は
、

通
常
価
格
よ
り
安
価
で
購
入
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
堆
肥

セ
ン
タ
ー
で
直
接
、堆
肥
を
購
入
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

市
民
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
も
の
（
免
許
証
等
）
を
提
示

し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
り
、
通
常
よ
り

安
い
価
格
で
堆
肥
が

購
入
で
き
ま
す
。（
下

記
の「
安
曇
野
市
営
農

支
援
カ
ー
ド
」も
ご
活

用
い
た
だ
け
ま
す
。）

　

今
後
も
「
安
心
・

安
全
で
使
い
易
く
、

肥
料
成
分
が
高
く
て

好
気
性
微
生
物
の
繁

殖
が
多
い
有
機
質
肥

料
」
の
販
売
を
継
続

し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
何
卒
、
ご
理
解

の
程
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

（
安
曇
野
市
営
農
支
援
カ
ー
ド
の
発
行
な
ど
に
つ
い
て

は
、
三
郷
堆
肥
セ
ン
タ
ー
（
☎ 

七
七
―
七
一
二
四
）
へ

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
二
月
の
大
雪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
へ

　

平
成
二
十
六
年
二
月
の
大
雪
に
よ
り
被
害
に
見
舞
わ
れ

た
方
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
の
被
害
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
と
農
業
者
の
方
が

受
け
ら
れ
る
経
営
資
金
融
資
の
情
報
を
提
供
い
た
し
ま
す
。

被
害
農
業
者
相
談
窓
口

　

松
本
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
で
は
、
被
害
を
受
け
た

農
業
者
の
方
か
ら
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
以

下
の
内
容
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

(1)
損
壊
し
た
農
業
用
施
設
内
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
農
作
物

　

の
栽
培
管
理
に
つ
い
て 

(2)
農
業
用
施
設
の
復
旧
に
活
用
で
き
る
融
資
制
度
に
つ
い
て

(3)
そ
の
他
今
後
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
の
相
談

  

松
本
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎ 

四
〇
―
一
九
四
五

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資

「
農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
」

　

認
定
農
業
者
や
認
定
就
農
者
の
方
な
ど
を
対
象
と
し
、

限
度
額
（
一
般
）
六
〇
〇
万
円
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

　

長
野
支
店　

農
林
水
産
事
業
へ
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
審
査
の
結
果
に
よ
り
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。

 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

長
野
支
店

 

農
林
水
産
事
業 

☎ 

〇
二
六
―
二
三
三
―
二
一
五
二

●
環
境
に
や
さ
し
い
農
産
物
栽
培

　

研
修
講
座
閉
講
式
が
行
わ
れ
ま
し
た

　

低
農
薬
・
低
化
学
肥
料
に
よ
る
農
産
物
の
栽
培
技
術
を

学
び
、
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
証
取
得
を
目
指
す｢

環
境
に

や
さ
し
い
農
産
物
栽
培
研
修
講
座
（
全
四
回
）｣

の
閉
講

式
が
平
成
二
十
六
年
二
月
五
日
に
行
わ
れ
、
受
講
者
に
修

了
証
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
受
講
生
は
五
名
と
少
人
数
で
し
た
が
、
講
師

に
積
極
的
に
質
問
す
る
姿
や
、
受
講
生
同
士
が
活
発
に
意

見
交
換
す
る
様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
東
京
の
ア
ン

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
視
察
も
行
い
、
都
市
部
に
お
け
る
消

費
者
の
ニ
ー
ズ
や
、
環
境
に
や
さ
し
い
農
産
物
へ
の
関
心

に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

本
講
座
は
来
年
度
も
開
講
予
定
で
す
。
今
後｢

広
報
あ

づ
み
の｣

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
広
報
し
ま
す
の
で
、
ふ

る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
と
は
？

　

堆
肥
等
に
よ
る
土
作
り
を
基
本
と
し
て
、
化
学
肥
料
、

化
学
農
薬
の
使
用
量
を
低
減
す
る
た
め
の
生
産
方
式
を
自

分
の
農
業
経
営
に
導
入
す
る
計
画
を
立
て
、
長
野
県
知
事

に
申
請
し
認
定
さ
れ
た
農
業
者
の
愛
称
で
す
。
認
証
を

取
得
す
る
と
、
エ
コ

フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
を

農
産
物
に
表
示
し
て
付

加
価
値
を
付
け
た
り
、

農
業
改
良
資
金
の
貸
付

に
関
す
る
特
例
措
置
を

受
け
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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集 

落 

支 

援 

事 

業

●
認
定
農
業
者
制
度
と
担
い
手
支
援
策

認
定
農
業
者
制
度
と
は
？

　

プ
ロ
の
農
業
経
営
者
と
し
て
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
い
う

農
業
者
を
対
象
に
、
市
町
村
が
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進

法
に
基
づ
き
策
定
し
た
基
本
構
想
に
照
し
合
わ
せ
、
農
業

者
自
ら
が
目
標
を
掲
げ
作
成
し
た
農
業
経
営
改
善
計
画
を

審
査
し
、
市
町
村
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

現
在
の
認
定
農
業
者
の
状
況
は
？

　

安
曇
野
市
で
は
、
水
田
農
業
や
園
芸
、
畜
産
な
ど
様
々

な
分
野
に
お
い
て
、
二
五
〇
経
営
体
を
超
え
る
農
業
者
が

認
定
さ
れ
、
地
域
で
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

認
定
さ
れ
有
利
な
こ
と
は
？

　

経
営
規
模
の
拡
大
や
機
械
・
施
設
整
備
に
係
る
有
利
な

支
援
制
度
や
、
税
制
・
金
融
支
援
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

可
能
で
す
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
の
国
の
農
業

施
策
に
お
い
て
は
、
経
営
所
得
安
定
対
策
の
見
直
し
に
よ

り
、
交
付
金
に
よ
っ
て
は
、
対
象
者
が
認
定
農
業
者
等
に

絞
ら
れ
る
も
の
も
出
て
く
る
見
込
み
で
す
。

◇
認
定
の
基
準

　

農
業
経
営
改
善
計
画
に
は
、
概
ね
五
年
後
を
目
指
し
た

次
の
大
き
な
四
つ
の
目
標
と
目
標
達
成
の
た
め
の
取
組
内

容
の
記
載
が
必
要
で
す
。

(1)
農
業
経
営
の
規
模
拡
大
に
関
す
る
目
標
（
作
付
面
積
、

　

飼
養
頭
数
、
作
業
受
託
面
積
等
）

(2)
生
産
方
式
の
合
理
化
（
機
械
・
施
設
の
導
入
、
ほ
場
の

　

連
担
化
、
新
技
術
の
導
入
等
）

(3)
経
営
管
理
の
合
理
化
の
目
標
（
複
式
簿
記
の
記
帳
等
）

(4)
農
業
従
事
の
態
様
等
の
改
善
目
標（
休
日
制
の
導
入
等
）

　

認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
計
画
が
基
本
構
想
に
照
ら

し
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
目
標
達
成
が
確
実
で
あ
る

か
な
ど
を
審
査
し
ま
す
。

　

特
に
、
農
業
で
生
計
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
計
画
の
実

現
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
主
た
る
農
業
従
事
者
の
年
間
農

業
所
得
は
、
他
産
業
従
事
者
並
み
の
五
五
〇
万
円
程
度
の

確
保
を
目
指
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
平
成
二
十
六
年
度
中
に
は
市
の
基
本
構
想
を
見

直
し
、
今
よ
り
も
さ
ら
に
目
標
を
達
成
し
や
す
い
指
標
に

改
善
す
る
予
定
で
す
。

◇「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」へ
の
参
画
を
お
勧
め
し
ま
す

　

安
曇
野
市
で
は
、
市
内
を
十
四
地
区
（
Ｊ
Ａ
の
支
所
の

範
囲
）
に
分
け
た
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
認
定
農
業
者
を
は
じ
め
「
今
後
の
地
域
の

中
心
と
な
る
経
営
体
」
を
明
確
に
し
、
い
か
に
農
地
を
効

率
よ
く
担
い
手
へ
集
積
す
る
か
な
ど
、
今
後
の
地
域
農
業

の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

農
業
を
本
格
的
に
営
む
方
々
は
、
是
非
と
も
認
定
農
業

者
に
な
っ
て
こ
の
プ
ラ
ン
に
参
画
し
、
安
曇
野
市
農
業
の

将
来
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇
認
定
農
業
者
を
支
援
す
る
市
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

制
度
を
活
用
く
だ
さ
い

 

（
親
元
就
農
支
援
金
）

　

安
曇
野
市
で
は
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
認
定
農
業
者

の
後
継
者
（
跡
取
り
）
を
確
保
す
る
た
め
の
支
援
金
制
度

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
年
額
二
十
万
円
を

最
長
五
年
間
給
付
す
る
も
の
で
、
二
十
六
人
が
対
象
と
な

り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
は
、
就
農
時
の
年
齢
要
件
を

五
十
五
歳
未
満
ま
で
引
き
上
げ
る
な
ど
、
交
付
対
象
要
件

を
緩
和
し
て
支
援
を
継
続
し
ま
す
。

 

（
地
域
貢
献
就
農
者
支
援
金
）

　

親
元
就
農
支
援
金
に
加
え
、
さ
ら
に
農
村
環
境
の
維
持

に
つ
な
が
る
活
動
に
取
り
組
む
担
い
手
に
対
し
、
同
様
の

支
援
金
を
交
付
す
る
制
度
を
新
設
し
ま
し
た
。こ
ち
ら
は
、

就
農
日
や
年
齢
等
の
制
限
は
無
く
、
荒
廃
農
地
を
解
消
し

地
域
農
業
に
貢
献
す
る
認
定
農
業
者
が
交
付
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
支
援
金
に
は
、
農
業
従
事
日
数
二
〇
〇
日
以

上
や
前
年
所
得
五
〇
〇
万
円
未
満
な
ど
の
要
件
も
あ
り
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
の
事
務
局
担
当
へ
お
気
軽
に

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

※
問
合
わ
せ
先
…
事
務
局
担
当
／
集
落
支
援
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
☎ 

七
七
―
三
一
一
一
）

わさっぴ らいすん あぷふーる そぱっぴ

あづみ～ず

グループ名決定！

安曇野の農産物を応援する妖精

わさ ぴ らいすん あぷふ る そぱ ぴ

～ず



－ 4 －

安曇野市農業再生協議会だより 平成 26 年 3 月 31 日第６号

　家族農業経営を進めていくために家族全
員がお互いを尊重し対等な立場で農業経営
と生活面について話し合い、取り決めてい
くことを「家族経営協定」といいます。
　いくつかの項目を挙げてみましたが現在
の状況を確認し、今後の生活設計をどうす
ればよいかを考え、家族全員が話し合い、
共同経営者としての意欲と責任を持てるよ
うな環境作りをしてみませんか？詳しくは
下記の事務局担当までお問合わせください。

　問合わせ先

　　事務局担当／
　　農業委員会事務局（☎ 77-3111）

平成 26 年度　経営所得安定対策について
　経営所得安定対策（旧：戸別所得補償制度）については、産業政策の観点から見直しが実施され、一方、

水田活用の直接支払交付金は飼料用米等への数量払いの導入等拡充されます。

経営所得安定対策の主な変更内容

26 年産 27 年産以降

米の直接支払交付金

対 象 者 米の生産数量目標に従って、販売目的で生産する農業者

支援内容 7,500 円 /10 a に変更 30 年産から廃止

そ の 他 米価変動補填金は 26 年産から廃止

水田活用の
直接支払交付金

対 象 者 販売農家または集落営農

交付内容

対　象　作　物 交 付 単 価

・麦、大豆、飼料作物： 35,000 円 /10 a

・W C S 用 稲： 80,000 円 /10 a

・加 　 工 　 用 　 米： 20,000 円 /10 a

・飼料用米・米粉用米：収量に応じ、55,000 円～105,000 円 /10 a

畑作物の
直接支払交付金

( ゲタ対策 )

対 象 者
生産数量目標に従って、販売目
的で生産する農業者

認定農業者・集落営農・認定就
農者のみ

交付内容

交付単価の見直し
　・大　豆： 11,660 円 /60 ㎏　　・小麦：6,320 円 /60 ㎏
　・なたね：   9,640 円 /60 ㎏　　・大麦：5,490 円 /50 ㎏
　・そ　ば： 13,030 円 /45 ㎏
　※いずれも平均交付単価であり、実際の単価は品質区分により
　　異なります。

そ の 他 そば未検査品は対象外 そば規格外は対象外

※詳細については、下記の事務局担当までお問合わせください。

　 問合わせ先　事務局担当／生産振興担当（☎ 77-3111）

家 族 経 営 協 定
を結びませんか？を結びませんか？

労働時間 労働報酬

我が家の夢プラン役割分担 家事介護

相　続
休　日経営移譲



平成25年凍霜害・ひょう害の報告 

 平成25年４月の凍霜害、８月のひょう害の被害を受けた方々へ心よりお見舞い
申し上げます。安曇野市内では、合わせて３億数千万円の被害となりました。今
回の災害について、安曇野市内での被害状況と支援対策についてご報告します。 

 
 

平成25年４月22日（月）早朝に発生した低温・凍霜
害により、安曇野市内では果樹・野菜などに約250ヘ

クタールの被害が発生しました。 
 

 

凍霜害の被害状況 

 

平成25年８月15日（木）午後５時20分～30分に発生
した降ひょうにより、三郷地域を中心とした収穫前
の果実に被害が発生しました。被害面積は約2.2ヘク
タールとなりました。 

 

ひょう害の被害状況 

安曇野市・県・ＪＡ・安曇野市農業再生協議会
が実施した支援事業 

１ 農作物等災害緊急対策事業 2,874,200円 
               （県と共同支援：県1/2、市1/2） 

 加工用トマトの代作用種苗の購入費用助成 
 りんご・なしの花粉購入費用助成 
 霜ガード購入費用助成 
  
２ 果樹経営緊急生産維持対策事業  2,413,200円 

（市単独事業：10/10 ） 
 被害率80％以上の果樹園を対象に防除用農薬購入助成 
 
３ 被害農家支援事業 12,762,600円 
          （ＪＡあづみと共同支援：市1/2、ＪＡ1/2 ） 
 被害率20％以上の果樹園を対象に配布用肥料購入助成 
 

(裏面へつづく) 
  

安曇野市農業再生協議会 



  
 ４ 凍霜害果樹営農継続支援等特別対策事業 4,326,300円 
               （県と共同支援：県1/2、市1/2 ） 
 被害率50％以上の果樹園の面積に応じた新梢管理・剪定作業労賃
の助成  
  
５ 被害果出荷補助事業 5,992,000円 
               （県と共同支援：県1/2、市1/2 ） 
 ＪＡを通じて市場販売した被害果の輸送費用を助成 
  
６ 被害果実等処理事業 11,400,000円 （市単独事業：10/10） 
 被害を受けた果実（りんご、なし、もも）の選別・出荷作業にか
かった費用を助成 
 被害率20％以上50％未満の果樹園の面積に応じた新梢管理・剪定
作業労賃の助成 
  
７ 防災意識向上活動支援対策事業 291,900円（県と共同支援） 
 ＪＡあづみ・安曇野市農業再生協議会で全農家向けに凍霜害被害
防止啓発ポスターを作成・配布 
 
  

合計で  40,060,200円  の助成をしました。 
 
※内訳 
安曇野市 26,792,400円 
長野県 6,645,000円 
ＪＡあづみ 6,381,300円 
安曇野市農業再生協議会 241,500円 

皆様が災害に負けず、元気に農業
を続けられるよう、安曇野市農業
再生協議会一同は心から応援して
おります。 

凍霜害の被害防止ポスターをお配りしました。 

見やすいところに張って被害を防ぎましょう！ 


